
   岩沼市営住宅条例の一部を改正する条例 

 岩沼市営住宅条例（平成９年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条の次に次の１条を加える。 

（共益費） 

第２０条の２ 市長は、前条各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特

に必要があると認めて規則で定める費用を共益費として、入居者から徴収することがで

きる。 

２ 前項の共益費は、毎年度、当該共益費に係る施設等の使用の状況、徴収に要する費用

等を勘案して規則で定める方法により算出した額とする。 

３ 第１６条第２項、第３項及び第４項の規定は、第１項の共益費について準用する。 

４ 市長は、災害その他特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、

第１項の共益費の減免をすることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、第１項の共益費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

第４２条中「第２０条」を「第２０条の２」に、「第１８条を除く」を「第１８条及び

第２０条の２を除く」に改め、「「入居者及び社会福祉法人等」と」の次に「、第２０条

の２第１項中「入居者の」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等の」と、「入居者から」

とあるのは「社会福祉法人等から」と、同条第３項中「第１６条第２項及び第３項」とあ

るのは「第４１条第２項及び第３項」と」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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